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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掘る又は抜く作業を担う作業部と前記作業部に延設された把持部とを備える除草用具で
あって、
　前記把持部は、
　２本以上の指を通すための貫通孔である指通し孔が設けられた第１指掛け部と、
　前記第１指掛け部に連接して設けられ、前記作業部の軸線から離れる方向に延びている
部分と軸線方向に延びている部分とを有する第２指掛け部と、を含み、
　前記第２指掛け部は、三股に分かれる形状に形成されている
　ことを特徴とする除草用具。
【請求項２】
　請求項１に記載の除草用具であって、
　前記除草用具は、作業時の接地点となる支点部を含む
　ことを特徴とする除草用具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の除草用具であって、
　前記指通し孔の中心は、前記作業部の軸線の略延長線上に位置する
　ことを特徴とする除草用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、手作業用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手作業用具、例えば園芸用スコップ等は把持部が通常棒状に形成されている。特許文献
１に記載の手作業用スコップもこのように形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１４０４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような棒状の手作業用具は、握り締めて作業することになるが、握り締める力が
弱い使用者には使いにくい。また、把持態様が限定されるため、適宜な力ないし角度で作
業を行うことができない。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためのもので、適宜な力ないし角度で作業を行うことが
できる手作業用具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、上記課題を解決するために、本発明に係る手作業用具は、作業を担う作業部と
前記作業部に延設された把持部とを備える手作業用具であって、前記把持部は、指を通す
ための貫通孔である指通し孔が設けられた第１指掛け部を含み、前記指通し孔の中心は、
前記作業部の軸線の略延長線上に位置する。
【０００７】
　また、前記把持部は、前記第１指掛け部に連接され、他の指を掛けるための第２指掛け
部を含んでもよい。
【０００８】
　また、前記第２指掛け部は、横長に形成され、前記把持部は、略「Ｔ」の字形状であっ
てもよい。
【０００９】
　また、前記第１指掛け部と前記第２指掛け部とは、所定の角度で形成されていてもよい
。
【００１０】
　また、前記第２指掛け部は、前記軸線と所定の角度をなすように形成され、前記把持部
は、略「Ｌ」の字形状であってもよい。
【００１１】
　また、前記第２指掛け部は、二股に分かれた部分を含み、前記把持部は、略「Ｙ」の字
形状であってもよい。
【００１２】
　また、前記第２指掛け部は、３股に分かれた部分を含み、前記把持部は、略「十」の字
形状に形成されていてもよい。
【００１３】
　また、前記第２指掛け部は、指を当てるための複数の指当て部が設けられ、前記複数の
指当て部は階段状に形成されていてもよい。
【００１４】
　また、前記手作業用具には、補助グリップが設けられていてもよい。
【００１５】
　また、前記手作業用具は、作業の支点となる支点部を含んでもよい。
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【００１６】
　また、前記手作業用具は、スコップ、草抜き、鍬、熊手、鎌のいずれかであってもよい
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、適宜な力ないし角度で作業を行うことができる手作業用具を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態１に係る手作業用具を説明するための図である。
【図２】実施形態１の他の例に係る手作業用具を説明するための図である。
【図３】実施形態２に係る手作業用具を説明するための図である。
【図４】実施形態３に係る手作業用具を説明するための図である。
【図５】実施形態３の変形例１に係る手作業用具を説明するための図である。
【図６】実施形態４に係る手作業用具を説明するための図である。
【図７】実施形態５に係る手作業用具を説明するための図である。
【図８】実施形態６に係る手作業用具を説明するための図である。
【図９】実施形態６の他の例に係る手作業用具を説明するための図である。
【図１０】本願の他の例に係る手作業用具を説明するための図である。
【図１１】本願の他の例に係る手作業用具を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明に係る手作業用具の実施形態の例を説明する。以下の説明
では、直接に作業を担う作業部方向を前方（先端側）とし、手で把持する把持部方向を後
方（後端側）として、説明する。また、作業対象に近づく方向を下方とし、その逆方向を
上方とする。
【００２０】
　＜実施形態１＞
　図１は、実施形態１に係る手作業用具１を説明するための図である。手作業用具１は、
作業部１０と、把持部１１とを備える。手作業用具１は、作業部１０及び把持部１１が一
体に形成されてもよいし、別体に形成された後に組み立てられてもよい。手作業用具１は
、例えば、園芸用スコップ等である。
【００２１】
　作業部１０は、頭部１０１と、作業連結部１０２とを含む。作業部１０は、金属、プラ
スチック樹脂等作業対象等によって適宜な材質で形成できる。
【００２２】
　頭部１０１は、掘る、掬う、運ぶ等の作業の際に直接作業対象に当接して作業を担う部
分である。一例として、頭部１０１は、図示のように所定の深さを有するさじ状に形成さ
れる。頭部１０１は、先端側から後端側にかけて徐々に拡幅した形状であってもよいし、
同一幅に形成されてもよく、適宜な形状に設定できる。また、頭部１０１の深さも、作業
内容に応じて適宜設定できる。
【００２３】
　作業連結部１０２は、作業部１０の後端側に設けられ、後述の把持連結部１２と連結さ
れる。
【００２４】
　把持部１１は、把持連結部１２と、第１指掛け部１３と、第２指掛け部１４とを含む。
把持連結部１２、第１指掛け部１３及び第２指掛け部１４は、一体に形成されてもよいし
、それぞれが別体に形成された後に組み立てられてもよい。また、そのうちの一部が別体
に形成された後に組み立てられてもよい。
【００２５】
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　把持連結部１２は、棒状に形成され、先端で作業連結部１０２と連結され、後端で第１
指掛部１３と連結される。好ましくは、把持連結部１２の軸線は、作業部１０の軸線と同
一線（軸線Ｌ）上にある。把持連結部１２には、金属、プラスチック樹脂や木材等を用い
ることができる。
【００２６】
　第１指掛け部１３は、把持連結部１２に連接され、貫通孔である指通し孔１３１が設け
られる。一例として、指通し孔１３１は、図示のように円形に形成される。なお、指通し
孔１３１は、楕円形等に形成されてもよく、指を通せる形状であればよい。
【００２７】
　好ましくは、第１指掛け部１３の指通し孔１３１の中心は、軸線Ｌ上にある。すなわち
、指通し孔１３１の中心は、概ね作業部１０及び把持連結部１２の軸線の延長線上にある
。また、指通し孔１３１の最大幅Ｄは１８ｍｍ～３５ｍｍ程度で、好ましくは２０ｍｍ～
２５ｍｍである。また、指通し孔１３１の中心から第２指掛部１４の後端縁までの距離Ｎ
は５０ｍｍ～７０ｍｍ程度で、好ましくは５５ｍｍ～６５ｍｍ程度である。
【００２８】
　第２指掛け部１４は、第１指掛け部１３に連接される部分で、作業の際に、他の指を当
てる部分である。好ましくは、第２指掛け部１４は、横長に左右対称に形成される。また
、好ましくは、左右両端を結ぶ線Ｗと、軸線Ｌとが直交する。
【００２９】
　すなわち、好ましくは、第２指掛け部１４は略「一」の字形状であり、第１指掛け部１
３はその作業部側に位置し、第１指掛け部１３と第２指掛け部１４とで略「Ｔ」の字形状
を成している。また、把持連結部１２を含む把持部１１全体も略「Ｔ」の字形状を成して
いる。
【００３０】
　第２指掛け部１４は階段状に形成することができる。例えば、図示のように、第１指当
て部１４１及び第２指当て部１４２が設けられ、第１指当て部１４１が、第２指当て部１
４２よりも、作業部１０に近い位置にあり、且つ軸線Ｌに近い内側にある。第２指掛け部
１４には、金属、プラスチック樹脂や木材等を用いることができる。
【００３１】
　作業の際には、例えば、中指を指通し孔１３１に通して第１指掛部１３に掛け、他の指
を第２指掛部１４に掛けるようにして、作業を行うことができる。また、第２指掛け部１
４が階段状に形成されているときは、中指を指通し孔１３１に通して第１指掛部１３に掛
け、人差し指を一方の第１指当て部１４１に当て、薬指を他方の第１指当て部１４１に当
て、小指を第２指当て部１４２に当てるようにして、第２指掛け部１４に指を掛けて、作
業を行うことができる。
【００３２】
　手作業用具１は、第１指掛け部を設けることによって、指を通して把持部を把持するこ
とができ、弱い力でもしっかりと手作業用具１を把持することができる。また、第１指掛
け部に相まって第２指掛け部２を設けることによって、孔を開ける、掘る作業等を適宜な
力で快適に行うことができる。
【００３３】
　図２に示すように、手作業用具１は、把持連結部１２にグリップ１２１を設けてもよい
。グリップ１２１は、把持連結部１２と一体に形成されてもよいし、第１指掛け部１３及
び第２指掛け部１４が組立型である場合は、取り外し可能に把持連結部１２に挿通されも
よい。
【００３４】
　手作業用具１は、グリップを設けることによって、作業内容に応じた把持態様を用いる
ことができる。例えば掘る作業の際には、第１指掛部１３及び第２指掛部１４に指を掛け
て把持して作業を行い、運ぶ作業の際には、グリップ１２１を把持して作業を行うことが
できる。
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【００３５】
　＜実施形態２＞
　図３は、実施形態２に係る手作業用具２を説明するための図である。手作業用具２は、
作業部２０と把持部２１とを含む。手作業用具２は、作業部２０及び把持部２１が一体に
形成されてもよいし、別体に形成された後に組み立てられてもよい。手作業用具２は、例
えば、草抜き具等である。
【００３６】
　作業部２０は、頭部２０１と、作業連結部２０２とを含む。作業部２０には、金属、プ
ラスチック樹脂や木材等を用いることができる。
【００３７】
　頭部２０１は、例えば、二叉状の爪状に形成され、前端側に向かうにつれて幅が広く、
厚みが薄く形成される。
【００３８】
　作業連結部２０２は、頭部２０１に延設された棒状の部分であり、後端において後述の
把持連結部２２と連結される。
【００３９】
　把持部２１は、把持連結部２２と、第１指掛部２３と、第２指掛部２４とを含む。把持
連結部２２、第１指掛部２３及び第２指掛部２４は、一体に形成されてもよいし、別体に
形成された後に組み立てられてもよい。また、その内の一部が別体に形成された後に組み
立てられてもよい。
【００４０】
　把持連結部２２は前端において作業部２０の作業連結部２０２と連結され、後端におい
て第１指掛部２３と連結される。好ましくは、把持連結部２２の軸線は、作業部１０の軸
線と同一線（軸線Ｌ）上にある。
【００４１】
　第１指掛け部２３は、作業連結部２０２に延設され、指を通すための貫通孔である指通
し孔２３１が設けられる。指通し孔２３１は図示のように円形状に形成されてもよいし、
楕円形等の他の形状に形成されてもよい。
【００４２】
　好ましくは、第１指掛け部２３の指通し孔２３１の中心は、軸線Ｌ上にある。すなわち
、指通し孔２３１の中心は、作業部２０の軸線の略延長線上にある。また、指通し孔２３
１の最大幅Ｄは１８ｍｍ～３５ｍｍ程度で、好ましくは２０ｍｍ～２５ｍｍある。
【００４３】
　第２指掛部２４は、第１指掛け部２３と所定の角度で形成され、例えば、図示のように
、第１指掛け部２３及び第２指掛け部２４は全体で略Ｌ字形状に形成される。また、把持
連結部２２を含む把持部２１全体も略Ｌ形状に形成される。
【００４４】
　作業の際には、例えば、人挿し指を第１指掛け部２３の指通し孔２３１に通し、他の指
を第２指掛け部２４に当てるようにして、把持部２１を握って、作業を行うことができる
。
【００４５】
　手作業用具２は、第１指掛け部を設けることによって、指を通して把持部を把持するこ
とができ、弱い力でもしっかりと手作業用具２を把持することができる。また、第１指掛
け部に相まって第２指掛け部２を設けることによって、掘る、抜く等の作業を適宜な力で
快適に行うことができる。
【００４６】
　＜実施形態３＞
　図４は、実施形態３に係る手作業用具３を説明するための図である。手作業用具３は、
作業部３０と把持部３１とを含む。作業部３０と把持部３１とは一体に形成されてもよい
し、別体に形成された後に螺合等によって組み立てられてもよい。手作業用具３は、例え
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ば、草抜き具等である。
【００４７】
　作業部３０（頭部３０１及び作業連結部３０２）は、第２実施形態に係る手作業用具２
の作業部２０（頭部２０１及び作業連結部２０２）と同様であり、ここでは説明を省略す
る。
【００４８】
　把持部３１は、把持連結部３２と、第１指掛け部３３と、第２指掛け部３４とを含む。
【００４９】
　把持連結部３２は前端において作業部３０の作業連結部３０２と連結し、後端において
第１指掛部３３と連結する。
【００５０】
　第１指掛け部３３は、把持連結部３２に延設され、指を通すための貫通孔である指通し
孔３３１が設けられる。指通し孔３３１は図示のように円形状に形成されてもよいし、楕
円形等の他の形状に形成されてもよい。
【００５１】
　好ましくは、第１指掛け部３３の指通し孔３３１の中心は、作業部３０の軸線の略延長
線（軸線Ｌ）上にある。また、指通し孔３３１の最大幅Ｄは１８ｍｍ～３５ｍｍ程度で、
好ましくは２０ｍｍ～２５ｍｍある。
【００５２】
　第２指掛け部３４は、横長に形成され、例えば略「一」の字形状に形成される。これに
よって、把持部３１全体が略「Ｔ」の字形状に形成される。また、左右両端を結ぶ線Ｗは
、軸線Ｌと所定の角度を成している。すなわち、把持部３２は、第１指掛け部３３と第２
指掛け部３４とが所定の角度をなすように形成される。好ましくは、図示のように、第１
指掛け部３３と第２指掛け部３４とは、上方においては鋭角（下方においては鈍角）をな
すように形成される。
【００５３】
　第２指掛け部３４は、軸線Ｌの上方に位置する上端第２指掛け部３４１と、中心線Ｌの
下方に位置する下端第２指掛け部３４２とを含む。好ましくは、下端第２指掛け部３４２
は、上端第２指掛け部３４１よりも長く形成される。
【００５４】
　また、下端第２指掛け部３４２は、階段状に形成することができる。例えば、図示のよ
うに、第１指当て部３４３及び第２指当て部３４４が設けられ、第１指当て部３４３が、
第２指当て部３４４よりも、作業部３０に近い位置にあり、且つ軸線Ｌに近い内側にある
。
【００５５】
　作業の際には、例えば、中指を第１指掛け部３３の指通し孔３３１に通し、他の指を第
２指掛け部３４に当てるようにして把持部３１を把持することができる。また、第２指掛
け部３４においては、親指を上端第２指掛け部３４１に当て、人挿し指を下端第２指掛け
部３４２の第１指あて部３４３に当て、薬指と小指を下端第２指掛け部３４４の第２指当
て部３４４に当てるようにして、把持部３１を握って、作業を行うことができる。
【００５６】
　手作業用具３は、第１指掛け部を設けることによって、指を通して把持部を把持するこ
とができ、弱い力でもしっかりと手作業用具２を把持することができる。また、第１指掛
け部に相まって第２指掛け部２を設けることによって、掘る、抜く等の作業を適宜な力で
快適に行うことができる。また、階段状に形成される部分を含むことにより、さらにしっ
かりと把持部を握り締めることができる。
【００５７】
　＜実施形態３の変形例１＞
　図５は、実施形態３の変形例１に係る手作業用具３ａを説明するための図である。手作
業用具３ａは、さらに支点部３５ａが設けられる点が実施形態３に係る手作業用具３と異
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なる。ここでは、同様な部分には同様な符号を用いることにし、異なる点を説明する。
【００５８】
　支点部３５ａは、作業の支点を成す部分である。支点部３５ａは、手作業用具の用途や
その構成に応じて適宜な部分に設けることができる。例えば、図示のように作業部３０の
作業連結部３０２に設けることができる。また、図示しないが、例えば、把持部の把持連
結部が長い棒状に形成された手作業用具においては、把持連結部に設けられてもよい。
【００５９】
　支点部３５ａは支点をなすように形成されればよく、その形状等は特に限定されない。
一例として、図示のように、作業連結部３０２の一部が下方に屈曲する形状に形成するこ
とができる。
【００６０】
　手作業用具３ａは、支点部を含むことによって、より小さい力で作業を行うことができ
る。
【００６１】
　＜実施形態４＞
　図６は、実施形態４に係る手作業用具４を説明するための図である。手作業用具４は、
作業部４０と把持部４１とを含む。作業部４０と把持部４１とは一体に形成されてもよい
し、別体に形成された後に螺合等によって組み立てられてもよい。手作業用具４は、例え
ば、草抜き具等である。
【００６２】
　作業部４０（頭部４０１及び作業連結部４０２）は、第２実施形態に係る手作業用具２
の作業部２０（頭部２０１及び作業連結部２０２）と同様であるため、ここでは説明を省
略する。
【００６３】
　把持部４１は、把持連結部４２と、第１指掛部４３と、第２指掛部４４とを含む。
【００６４】
　把持連結部４２は前端において作業部４０の作業連結部４０２と連結し、後端において
第１指掛部４３と連結する。
【００６５】
　第１指掛け部４３は、把持連結部４２に延設され、指を通すための貫通孔である指通し
孔４３１が設けられる。指通し孔４３１は図示のように円形状に形成されてもよいし、楕
円形等の他の形状に形成されてもよい。
【００６６】
　好ましくは、第１指掛け部４３の指通し孔４３１の中心は、概ね作業部４０の軸線の延
長線（軸線Ｌ）上にある。また、指通し孔４３１の最大幅Ｄは１８ｍｍ～３５ｍｍ程度で
、好ましくは２０ｍｍ～２５ｍｍある。
【００６７】
　第２指掛け部４４は、略「く」の字形状に形成される。これによって、把持部４１全体
が略「Ｙ」の字形状に形成される。
【００６８】
　より具体的には、第２指掛け部４４は、二股に分かれる部分を含む。一例として、図示
のように、第２指掛け部４４は、中心線Ｌの上方に位置する上端第２指掛け部４４１と、
中心線Ｌの下方に位置する下端第２指掛け部４４２とを含む。好ましくは、下端第２指掛
け部４４２は、上端第２指掛け部４４１よりも長く形成される。
【００６９】
　上端第２指掛け部４４１と下端第２指掛け部４４２とは、適宜な角度をなすように形成
することができる。好ましくは、上端第２指掛け部４４１と下端第２指掛け部４４２との
角度は、９０度～３５０度の範囲内である。
【００７０】
　作業の際には、例えば、中指を第１指掛け部４３の指通し孔４３１に通し、他の指を第
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２指掛け部４４に当てるようにして把持部４１を把持することができる。また、第２指掛
け部４４においては、他の指を、第１指掛け部４３と上端第２指掛け部４４１との間の凹
み部分、第１指掛け部４３と下端第２指掛け部４４２との間の凹み部分、及び上端第２指
掛け部４４１と下端第２指掛け部４４２との間の凹み部分にそれぞれ当てるようにして、
把持部４１を握って、作業を行うことができる。
【００７１】
　手作業用具４は、第１指掛け部を設けることによって、指を通して把持部を把持するこ
とができ、弱い力でもしっかりと手作業用具２を把持することができる。また、第１指掛
け部に相まって第２指掛け部２を設けることによって、掘る、抜く等の作業を適宜な力で
快適に行うことができる。
【００７２】
　＜実施形態５＞
　図７は、実施形態５に係る手作業用具５を説明するための図である。手作業用具５は、
作業部５０と把持部５１とを含む。手作業用具５は、例えば、地ならし鍬等である。
【００７３】
　作業部５０は、地ならし等作業の際に直接作業対象に当接して作業を担う部分である頭
部５０１を含む。また、作業部５０は、後端側に後述の把持連結部５２と連結するための
作業連結部５０２が設けられる。
【００７４】
　把持部５１は、把持連結部５２、第１指掛部５３及び第２指掛部５４を含む。
【００７５】
　把持連結部５２は前端において作業部５０の作業連結部５０２と連結し、後端において
第１指掛部５３と連結する。
【００７６】
　第１指掛け部５３は、把持連結部５２に延設され、指を通すための貫通孔である指通し
孔５３１が設けられる。指通し孔５３１は図示のように円形状に形成されてもよいし、楕
円形等の他の形状に形成されてもよい。
【００７７】
　好ましくは、第１指掛け部５３の指通し孔５３１の中心は、作業部５０の軸線の略延長
線（軸線Ｌ）上にある。また、指通し孔５３１の最大幅Ｄは１８ｍｍ～３５ｍｍ程度で、
好ましくは２０ｍｍ～２５ｍｍある。
【００７８】
　第２指掛け部５４は、略「Ｔ」の字形状に形成される。これによって、把持部５１全体
が略「十」の字形状に形成される。
【００７９】
　より具体的には、第２指掛け部５４は、三股に分かれる形状に形成される。第２指掛け
部５４は、平面視において、中心線Ｌの右方に位置する右端第２指掛け部５４１と、中心
線Ｌの左方に位置する左端第２指掛け部５４２と、中心線Ｌ上に位置する中端第２指掛け
部５４３とを含む。
【００８０】
　また、右端第２指掛け部５４１は左端第２指掛け部５４２よりも作業部５０に近い位置
に設けることができる。
【００８１】
　作業の際には、例えば、人挿し指を第１指掛け部５３の指通し孔５３１に通し、他の指
を第２指掛け部５４に当てるようにして把持部５１を把持することができる。また、第２
指掛け部５４においては、親指を左端第２指掛け部５４２に当て、中指を右端第２指掛け
部５４１に当て、薬指と小指を中端第２指掛け部５４３に当てるようにして、把持部５１
を握って、作業を行うことができる。これにより、弱い力でもしっかり把持して作業がで
きるようになる。
【００８２】
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　＜実施形態６＞
　図８は、実施形態６に係る手作業用具６を説明するための図である。手作業用具６は、
作業部６０と把持部６１とを含む。手作業用具６は、例えば、熊手等である。
【００８３】
　作業部６０は、落ち葉等をかき集める部分であり、複数本の爪から構成される頭部６０
１を含む。また、作業部６０は、後端側に棒状の作業連結部６０２が設けられ、後述の把
持連結部６２と連結される。作業部６０には、金属、プラスチック樹脂や木材等が用いら
れる。
【００８４】
　頭部６０１は、例えば、先端側では爪の間隔が広く、後端側では爪の間隔が狭くなるよ
うに後端側に向かって収束する形状に構成される。図示の頭部６０１は、３本の爪から構
成されているが、これに限定するものではなく、作業場所や内容に応じて適宜な本数とす
ることができる。
【００８５】
　把持部６１は、把持連結部６２と、第１指掛け部６３と、第２指掛け部６４とを含む。
【００８６】
　把持連結部６２は前端において作業部６０の作業連結部６０２と連結し、後端において
第１指掛部６３と連結する。
【００８７】
　第１指掛け部６３は、把持連結部６２に延設され、指を通すための貫通孔である指通し
孔６３１が設けられる。一例として、指通し孔６３１は、二つの指を通す形状に形成され
、図示のようにハート形状に形成されてもよいし、楕円形等の他の形状に形成されてもよ
い。
【００８８】
　好ましくは、第１指掛け部６３の指通し孔６３１は、作業部６０の軸線の略延長線上に
ある。また、指通し孔６３１の最大幅Ｄは３６ｍｍ～８０ｍｍ程度で、好ましくは５０ｍ
ｍ～８０ｍｍである。
【００８９】
　第２指掛け部６４は、略「Ｔ」の字形状に形成される。これによって、把持部６１全体
が略「十」の字形状に形成される。
【００９０】
　より具体的には、第２指掛け部６４は、三股に分かれる形状に形成される。第２指掛け
部６４は、平面視において、中心線Ｌの右方に位置する右端第２指掛け部６４１と、中心
線Ｌの左方に位置する左端第２指掛け部６４２と、中心線Ｌ上に位置する中端第２指掛け
部６４３とを含む。
【００９１】
　また、右端第２指掛け部６４１及び左端第２指掛け部６４２は、前方に湾曲する形状に
形成されてもよい。
【００９２】
　作業の際には、例えば、人挿し指及び中指を第１指掛け部６３の指通し孔６３１に通し
、他の指を第２指掛け部６４に当てるようにして把持部６１を把持することができる。こ
れにより、弱い力でもしっかり把持して作業ができるようになる。
【００９３】
　また、実施形態６に係る手作業用具６は、図９に示すように、把持連結部６２が長く形
成してもよい。これによって、図示のように、例えば、右手でこの部分を把持し、左手で
第１指掛け部及び第２指掛け部を把持しして作業を行うことができる。
【００９４】
　一例として、図示のように、一方の手で把持連結部６２を握り、他方の手の中指及び人
挿し指を第１指掛け部６３の指通し孔６３１に通し、他の指を第２指掛け部６４に当てる
ようにして把持部６１を把持することができる。また、第２指掛け部６４においては、人
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挿し指を上端第２指掛け部６４１に当て、薬指及び小指を下端第２指掛け部６４２に当て
、親指を中端第２指掛け部６４３に当てるようにして、把持部６１を握って、作業を行う
ことができる。
【００９５】
　これにより、弱い力でもしっかり把持して作業ができるようになる。
【００９６】
　以上のように、従来の手作業用具は、把持部を握ろうとすることで、指に力が入り、手
や手首、肘などの関節が固定され、余分な力が入ったり、手や体の動きが制限されたりす
るなど、その結果、疲れやすかったが、本願に係る手作業用具は、指を掛ける軽い操作で
作業ができる等、関節が固定されず、自由な動きができるため、疲れが軽減される。
【００９７】
　以上、本発明に係る手作業用具の実施形態について説明したが、これらは本発明の実施
形態の一例に過ぎず、本発明はこれらに限定されるものではない。本発明には、以上の各
実施形態を組み合わせた形態や、様々な変形例が含まれる。
【００９８】
　例えば、図１０に示すように、実施形態５に係る手作業用具は鎌であってもよい。すな
わち、把持部が共通し、作業部が異なっても良い。また、作業部である刃部にギザ刃部分
を設けることにより、さらに快適に作業を行うことができる。
【００９９】
　また、本発明に係る手作業用具は、図１１に示すように、実施形態１に係る作業部１０
、実施形態５に係る把持部５１及び実施形態３の変形例１に係る支点部３５ａを合わさっ
たものとして構成されてもよい。
【符号の説明】
【０１００】
　１、２、３、４、５、６　　　　　　　手作業用具
　１０、２０、３０、４０、５０、６０　作業部
　１１、２１、３１、４１、５１、６１　把持部
　１３、２３、３３、４３、５３、６３　第１指掛け部
　１４、２４、３４、４４、５４、６４　第２指掛け部
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